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川重冷熱工業における不適切行為について 

 
昨年 8 月に完全子会社としました川重冷熱工業株式会社（以下、川重冷熱）において、主にビルなどの

空調システム用として製造・販売した一部の吸収式冷凍機の、検査などに関する不適切行為が判明
しましたので、その内容と今後の対応について下記のとおりご報告いたします。 
今回の不適切行為は、川重冷熱への信頼を損なうもので、お客様をはじめ関係各位に多大なるご迷惑をおか

けしますことを深くお詫び申し上げます。 
なお本件は、吸収式冷凍機の安全性に影響するものではなく、また現在販売している機種の性能については、

表示された性能に対して日本産業規格（以下、JIS 規格）※1で定められた許容される差（以下、性能公差）の
範囲内の性能を有していることを確認しております。 

今後このような事象が発生しないよう、外部の弁護士で構成する特別調査委員会で徹底した原因究明を行
い、是正措置を講じるとともに、川崎重工グループ全体で検査管理体制とコンプライアンスの一層の強化を
図り、再発防止に努めてまいります。 
本件に関する業績への影響につきましては、今後、お客さまへの対応や是正措置を実施する中で、影響が見

込まれる場合には速やかに公表いたします。 
 

※１ 吸収式冷凍機の JIS 規格（JIS B 8622:2016）で定める性能公差は、『冷房能力は表示した定格能力の95％
以上、定格運転時の COP は 95％以上でなければならない』とされている。また、吸収式冷凍機の使用頻度
は、冷房能力 100％運転の期間は年間冷房運転時間の 1％、75％運転の期間は 47％、50％運転の期間は
37％、25％運転の期間は 15％であることが前提とされている。（JIS B 8622:2016 付属書 C 期間成績係
数の算出方法による） 

 
記 

 
１．現在販売している吸収式冷凍機の性能・品質について 

川重冷熱の吸収式冷凍機は、同一の設計により繰り返し製造（量産）するため、性能は初回生産品（試
作機または初号機）の性能試験※２で確認し、品質は各量産機で行う工場での出荷前試運転により検証する
ことで、販売する全ての製品の性能、品質を担保することとしています。 
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初回生産品の性能試験は、JIS 規格で定められた冷凍能力（以下、冷房能力）※3および成績係数（以下、
COP）※4を満たすことを、冷房能力 100%の試運転で確認する一方、各量産機で行う出荷前試運転では、
動作確認・機器調整に必要となる冷房能力 90%程度での試運転を行っています。 

その理由は、製造後に冷房能力 100%に到達するには 30～50 時間の慣らし運転が必要ですが、初回生
産品の性能試験で所定性能は確認しているため、過去の実績データに基づき、冷房能力 90%程度の出荷
前試運転で製品の性能、品質を担保できると判断しているためです。 

 
※２ 吸収式冷凍機の特性上、製造後に必要となる 30～50 時間の慣らし運転後に、性能試験を実施する。慣

らし運転により、高温部の防錆皮膜形成や、蒸発器や吸収器に採用している伝熱管の表面の親水性の確保
が進むことで、冷房能力 100%に到達する。 

※３ 冷凍能力（冷房能力）:吸収式冷凍機に送られてきた冷水を所定の温度まで冷却する能力 
※４ 成績係数（COP）:吸収式冷凍機の効率を示す。冷房能力を加熱源消費熱量と消費電力の和で除した値。 

 
２．不適切行為の概要 
  川重冷熱による社内調査の結果、以下の不適切行為が判明しています。 

（１）出荷前試運転での行為 
➀検査成績書類への実測していないデータの記載  
【期間】1984～2022 年 【件数】1,950 件 
お客様から冷房能力 100%での出荷前試運転を求められた場合、「初回生産品の性能試験で冷房能力

100%のデータを確認済みであること、また出荷前試運転は、品質を冷房能力90%程度の試運転で確認し、
改めて冷房能力100%での試験は不要であること」をお客様に説明すべきところ、冷房能力 90%程度で試
運転を行っているにもかかわらず、冷房能力 100%での試運転結果であるようにデータを作成して検査成
績書類に記載していました。 

 
②立会検査時の計測器の不適切な操作  
【期間】1984～2022 年 【件数】334 件／上記①1,950 件の内数 
上記①の検査成績書類の提出に加え、お客様の立会で検査する場合、冷房能力 100%の運転を行ってい

ないにもかかわらず、計測器を調整することで冷房能力 100%の運転を行っているように装い、お客様に
事実とは異なる説明をしていました。 
 
（２）カタログ・仕様書の不適切な記載  

【期間】1986～2009 年 【対象機種】6 機種※5【現在の稼働台数】2,944 台 
吸収式冷凍機の JIS 規格は 1986 年に制定され、その中で性能（冷房能力と COP）に関する基準が定め

られました。 
当時販売していた一部の製品は、冷房能力および COP が JIS 規格の性能公差を満たしていませんでした

が、カタログおよび仕様書に JIS 規格に準拠する旨を記載して販売していました。なお、該当する機種の
販売は 2009 年までに終了しています。 
※５ M 型、L 型(直火式)、Ｌ型(蒸気式）、2L 型(直火式）、2L 型(蒸気式）、Σ(シグマ)エースTA 型 

 
３．経緯 

2021 年 8 月末、川重冷熱において、お客様に提出した検査成績書類と社内試験結果が異なることにア
フターサービス部門の担当者が気づいて上司に報告しました。(上記２(１)①を確認) 

これを受けて、川重冷熱は、検査成績書類提出状況（過去 5 年間、約 1,500 台）を調査し、上記２(１)
②を確認するとともに、現在販売している機種の性能が、JIS 規格の性能公差内であることを検証しまし
た。また、現在稼働中の機種（約 9,600 台）を調査し、お客様への個別説明を前提に、是正措置および説
明対応方針の検討等を行いました。 
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2022 年３月、このような川重冷熱の社内調査の過程において、さらに上記２(２)が判明し、また川重
冷熱において関連する不適切行為を概ね把握したとの判断がなされ、親会社である川崎重工の所掌事業部
門（エネルギーソリューション＆マリンカンパニー）に報告がありました。 

以後、川崎重工より川重冷熱に詳細な追加調査を要求するとともに、状況を把握すべくヒアリング調査
等を実施してきました。 

 
４．特別調査委員会の設置 

①目的 
不適切行為の詳細な事実調査、原因究明、是正措置の妥当性と検証、再発防止への提言を行います。 

②メンバー  
委員⾧ 弁護士 藤津 康彦（森・濱田松本法律事務所） 
委 員 弁護士 関戸 麦（同上） 
委 員 弁護士 李 政潤（同上） 

 
５．今後の対応 

不適切行為の対象となる製品を納入したお客様には、川重冷熱より内容を説明するとともに、個別に相
談・協議して真摯に対応してまいります。 
また、最終的には特別調査委員会の調査結果を受けて是正措置を実行しますが、現時点で一部の対応は

実施済みであり、さらに先行して以下の施策を実施します。 
① 川重冷熱の対応  
  吸収式冷凍機の性能・品質の確認方法について、社内外へ周知します。 

 吸収式冷凍機の性能・品質を担保する方法は、原則として初回生産品の性能試験と各量産
機の出荷前試運転の組み合わせによることを説明します。 

 検査成績書類には実測値のみを記載します。（是正済） 
 冷房能力の立会試験では実際の計測値を試験結果とします。（是正済） 

  社内コンプライアンス活動を強化します。 
② 川崎重工グループの対応 

川崎重工グループの関係会社が、不適切行為をしていたことを重く受け止め、全社コンプライアン
ス委員会を中心に、グループ全体でコンプライアンス違反に関する再点検を実施してコンプライア
ンスの徹底を図ります。 

 

【川重冷熱工業株式会社の概要】 
本店（工場） 滋賀県草津市青地町 1000 番地 
代表者 代表取締役社⾧ 森 宏之 (2022 年 6 月 7 日付 就任) 
事業内容 空調用熱源、工場でのプロセス用熱源となる 吸収冷温水機・冷凍機と汎用ボイラの開発、

製造、販売、および 改修工事・メンテナンス 
資本金 14 億 6,050 万円 
売上高 186 億 6 百万円（2022 年３月期） 
従業員数 529 名（2022 年 ３ 月 31 日現在）    
参考 1990 年 日本証券業協会へ店頭登録 

2004 年 株式会社ジャスダック証券取引所（現東京証券取引所 JASDAQ スタンダード）
株式上場 

2021 年 8 月 1 日 簡易株式交換により川崎重工による完全子会社化 
 
以 上 


